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保護者のみなさまへ 
令和６年度利用に伴う教育・保育給付認定手続について 

１ 必要な手続 

幼稚園（すべての市立幼稚園、施設型給付の対象となる私立幼稚園）及び認定こども園の幼稚園部分を利
用するためには、御利用予定の施設への入園手続の他に、京都市から教育・保育給付認定（１号認定）を受
ける必要があります。 

２ 御提出いただくもの 

（１）教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書（様式１（１）） 

（２）個人番号（マイナンバー）申告書（様式１（２）） 

保護者、申請児童、きょうだいのマイナンバーを御記入のうえ、当該申告書に記載の確認書類の写しと
一緒に同封し、のり付けした封筒等（保護者の方において市販封筒等を御用意ください。）を提出用封筒
に入れてから御提出ください。 

 
３ 提出期限 及び 提出先 

【提出期限】 

（４月から利用の場合）  令和５年１２月１日（金） 
（年度途中から利用の場合）利用が決定次第、お早めに御提出ください。 
京都市外から転入して利用される場合は、住民票の異動手続が完了後、速やかに御提出ください。 

 
【提出先】 

 御利用予定の施設 

４ 利用者負担額（保育料）について 

  令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が開始され、利用者負担額（保育料）は無償となりました。詳
細については、京都市情報館（以下の京都市ホームページ）にて御確認ください。 

 
 
 
 
５ 給食に係る副食材料費の支払免除について 

 給食材料費のうち副食材料費（おかず等の材料費）については、支払免除となる場合があります（３ページ
を御覧ください）。 
  ※ 市立幼稚園では給食を提供しておりませんので給食材料費の支払いはありません。 

 
６ 預かり保育を利用予定の方 

共働き世帯の場合等、保育が必要な理由に該当する場合に限り、施設等利用給付認定（教育・保育給付認定と
は別の認定です。申請は別途、幼稚園にお渡ししている「令和６年度 新２・３号認定 京都市提出用封筒」の
書類により行ってください。）を受けることで預かり保育の利用料の補助を受けることができます。 

満３歳児（３歳到達後最初の３月３１日までの間の子ども） ３～５歳児 

保育が必要な理由に該当し、かつ住民税非課税世
帯である場合に限り、 
１箇月当たり「預かり保育利用日数×４５０円ま
で」（ただし月額上限１６，３００円まで）支給
されます。 

保育が必要な理由に該当する場合に限り、 
１箇月当たり「預かり保育利用日数×４５０円
まで」（ただし月額上限１１，３００円まで）
支給又は支払免除されます。 

制度の詳細は京都市情報館（上記４のＵＲＬ、二次元コード）を御確認ください。 
 

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）用 

京都市の幼児教育・保育無償化の制度及び施設等利用給付認定の申請

方法については、こちらを御覧ください。 
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254845.html 
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７ 今後のスケジュール（令和６年４月利用開始の場合） 

    

令和５年１０月～ ➀ 教育・保育給付認定の申請  経由 ➁ 認定、支給認定証発行 

 施設等利用給付認定の申請（対象者のみ）    

令和６年２月～ ➂ 支給認定証の受取り  経由  

３月 ➃ 利用開始届（※）の提出  経由 ➄ 利用開始届の受理 

４月末  ➆ 決定通知の受取り    経由 ➅  

 
※ ５月以降に利用開始される方は、利用開始届を教育・保育給付認定の申請と同時に御提出ください。 

（様式は、幼稚園・認定こども園においております。） 

８ 教育・保育給付認定申請書提出後の留意点 

教育・保育給付認定申請書提出後、次のいずれかに該当した場合は、区役所・支所まで必ず御連絡ください（お問合せ
先は、下記１０を御参照ください。）。変更申請等の手続が必要となる場合があります。 

⑴ 住所を変更する場合（市外に転出し、同じ施設を利用する場合は、転出先の市町村に教育・保育給付認
定（必須）及び施設等利用給付認定（必要な方のみ）の申請を行ってください。） 

⑵ 世帯構成・世帯状況（ひとり親・障害世帯や生活保護の該当・非該当等）が変わる場合 

９ 電子申請について 

「子育てワンストップサービス」を用いた電子申請も受け付けています。電子申請を行うには、マイナンバーカ
ードとマイナンバーカード認証ができるカードリーダーもしくはスマートフォンが必要です。詳しくは、以下のホ
ームページを御確認ください。 

◆「子育てワンストップサービス」:https://app.oss.myna.go.jp/Application/search 
 

10 お問い合わせ先 

お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当（京北地域は京北出張所
保健福祉第一担当）まで 
区役所・支所名 所 在 地 電 話 FAX 

北区役所 北区紫野西御所田町 56 432－1284 451－0611 
上京区役所 上京区今出川通室町西入堀出シ町285 441－5119 432－2025 
左京区役所 左京区松ケ崎堂ノ上町 7-2 702－1114 791－9616 
中京区役所 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 812－2543 822－7151 
東山区役所 東山区清水五丁目 130-6 561－9350 531－2869 
山科区役所 山科区椥辻池尻町 14-2 592－3247 501－6831 
下京区役所 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 371－7218 351－9028 
南区役所 南区西九条南田町 1-2 681－3281 691－1397 

右京区役所 右京区太秦下刑部町 12 861－1437 861－4678 
右京区役所京北出張所 右京区京北周山町上寺田 1-1 852－1815 852－1814 

西京区役所 西京区桂艮町 1-2（保健福祉センター別館） 381－7665 392－6052 
洛西支所 西京区大原野東境谷町二丁目 1-2 332－9195 332－8186 

伏見区役所 伏見区鷹匠町 39-2 611－2391 611－1166 
深草支所 伏見区深草向畑町 93-1 642－3564 641－7326 
醍醐支所 伏見区醍醐大構町 28 571－6392 571－2973 

保護者 施設 京都市 

利用者負担額(0 円)、 
副食材料費支払免除適用可否 
の決定 


